
・遅刻や欠勤の増加

・身だしなみの乱れ

・薬の飲み忘れ

・正確な作業遂行

・職場でのコミュニケーション 等

企業等

就労定着支援

就労移行支援事業所
就労継続支援事業所（Ａ、Ｂ）

生活介護

自立訓練

働く障害者

・ 障害者就業・生活支援センター
・ 医療機関
・ 社会福祉協議会 等

②連絡調整

関係機関

②
連
絡
調
整

一般就労へ移行

就労に伴い生じる日常生活及び社会生活を

営む上での各般の問題に関する相談、指導

及び助言その他の必要な支援

①
相
談
に
よ
る

課
題
把
握

就労定着支援事業所
＜支援員＝40：1（常勤換算）＞

＜サービス管理責任者＝６０：１＞

③
必
要
な
支
援

○ 就労移行支援、就労継続支援、生活介護、

自立訓練の利用を経て一般就労へ移行し
た障害者で、就労に伴う環境変化により生

活面・就業面の課題が生じている者
○ 一般就労後６月を経過した者

対象者

○障害者との相談を通じて日常生活面及び社会生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機

関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施。
※利用者の自宅・企業等を訪問することにより、月１回以上は障害者との対面支援を行うとともに、

月１回以上は企業訪問を行うよう努めることとする。
○利用期間は３年を上限とし、経過後は必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐ。

支援内容

○ 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障害者の就労に伴う日常生活及び社会生活上の支援ニーズに対応できるよ

う、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間（最大３年間）にわたり行うサービス（「就労定着支援」）を新たに創設する。
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